
ながくて移動手段ガイドの公表について

１ 目的

・他分野との連携（交通と福祉）

・市内にある移動手段（公共交通とその他の移動手段）の一体的な情報発信

（地域公共交通計画 事業(3) 交通弱者への移動手段の確保・維持）

２ 効果

交通、福祉など異なる分野の情報をまとめて知ることができるため、個人に適

した移動手段の選択、割引制度の活用が可能になる。

→移動困難者の減少、公共交通の利用促進

３ 公表方法

・広報４月号（周知）

・市ホームページ（ＷＥＢ版の公開、ガイドの補足情報の掲載）

・紙媒体での配布

４ 公表時期

広報４月号配布日（３月下旬頃）

５ 移動手段ガイドの案

別添のとおり
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